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「
協
同
労
働
の
協
同
組
合
法（
仮
称
）」

の
速
や
か
な
制
定
を
求
め
る
意
見
書（
抜
粋
）

　

日
本
社
会
の
急
速
な
少
子
・
高
齢
化
は
、
様
々
な

課
題
を
日
本
社
会
に
投
げ
か
け
、
新
た
な
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
と
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。と
り
わ
け
、年
金
・
医
療
・

福
祉
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

労
働
環
境
に
も
大
き
な
変
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
働

く
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
人
々
の
増
大
が
、
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
２
０
０
０
年
以
降
の
急
速
な
構
造
改
革
に

よ
り
、
経
済
や
雇
用
、
産
業
や
地
方
な
ど
、
様
々
な

分
野
に
格
差
を
生
じ
さ
せ
ま
し
た
。

　

誰
も
が「
希
望
」と「
誇
り
」を
持
ち
、「
安
心
」と

「
豊
か
さ
」
を
実
感
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く

り
、
人
と
の「
つ
な
が
り
」や
社
会
と
の「
つ
な
が
り
」

を
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
、
新
し
い
働
き
方
の
必
要
性

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
働
き
方
と
、
こ
れ

に
基
づ
く
非
営
利
の
事
業
体
は
、
住
民
の
自
発
性
と

主
体
性
を
基
礎
に
、
新
し
い
公
共
と
市
民
自
治
、
ま

ち
づ
く
り
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
り
、
働
く
こ
と
・

生
き
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
人
々
自
身
が
、
社
会

連
帯
の
中
で
仕
事
を
お
こ
し
、
社
会
に
参
加
す
る
道

を
開
く
も
の
で
す
。

　

国
に
お
い
て
も
、
社
会
の
実
情
を
踏
ま
え
、
就
労

の
創
出
、
地
域
の
再
生
、
少
子
・
高
齢
社
会
に
対
応

す
る
有
力
な
制
度
と
し
て
、「
協
同
労
働
の
協
同
組

合
法
」の
速
や
か
な
制
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。

　　
　

平
成
20
年
12
月
19
日　

滝
沢
村
議
会

■
提
出
先

　

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議
長　

内
閣
総
理
大
臣

　

総
務
大
臣　

厚
生
労
働
大
臣　

経
済
産
業
大
臣

　

 

地
方
税
法
等
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書

　

国
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
の
公
的
年
金
受
給
者
の

納
税
の
便
宜
を
図
る
こ
と
、
市
町
村
に
お
け
る
徴
収

の
効
率
化
を
図
る
と
の
観
点
か
ら
、
地
方
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
20
年
法
律
第
21
号)

及

び
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
18
年
法
律
第
83
号
）を
改
正
し
、
個
人
住
民
税

及
び
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
が
施
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

多
く
の
高
齢
者
に
と
り
ま
し
て
は
、
年
金
が
生
活

の
支
え
で
あ
り
、
景
気
の
低
迷
、
消
費
者
物
価
の
上

昇
が
続
く
中
で
暮
ら
し
に
不
安
を
抱
え
、
年
金
を
計

画
的
に
暮
ら
し
に
向
け
、
生
活
し
て
い
る
の
が
実
態

で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
一
律
的
に
個
人
住
民
税
及
び
国

民
健
康
保
険
税
を
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ

ま
す
と
、
徴
収
時
期
が
一
時
に
集
中
さ
れ
年
金
生
活

者
に
と
っ
て
は
、
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。

　

年
金
で
暮
ら
す
高
齢
者
が
、
自
ら
の
生
活
の
中
で

自
ら
の
選
択
に
よ
り
、
納
税
を
果
た
す
と
い
う
意
味

か
ら
も
、
一
律
的
な
納
税
環
境
で
は
な
く
納
税
者
に

納
税
機
会
の
選
択
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
徴
収
の
方
法
に
つ
い
て
は
市

町
村
が
選
択
で
き
一
律
的
な
特
別
徴
収
を
改
め
、
普

通
徴
収
に
よ
る
納
税
な
ど
納
税
者
が
選
択
で
き
る
納

税
環
境
の
整
備
を
図
る
よ
う
関
係
法
令
の
改
正
に
つ

い
て
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
20
年
12
月
19
日　

滝
沢
村
議
会

■
提
出
先

　

内
閣
総
理
大
臣　

総
務
大
臣　

厚
生
労
働
大
臣

保
険
業
法
の
制
度
と
運
用
を
見
直
し
、

自
主
的
な
共
済
の
保
険
業
法
の

適
用
除
外
を
求
め
る
意
見
書（
抜
粋
）

　

２
０
０
６
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
新
保
険
業

法
に
よ
っ
て
、
各
団
体
が
そ
の
組
織
の
目
的
の
一
つ
と

し
て
構
成
員
の
た
め
に
自
主
的
に
運
営
し
て
い
る
共

済
制
度
が
存
続
の
危
機
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
加
入

者
た
ち
は
将
来
に
向
か
っ
て
保
障
を
断
念
さ
せ
ら
れ

る
な
ど
、生
活
不
安
を
招
く
状
態
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

保
険
業
法
改
定
の
趣
旨
は
、「
共
済
」な
ど
の
名
前

で
不
特
定
多
数
の
消
費
者
に
保
険
類
似
商
品
の
販

売
や
勧
誘
を
行
っ
て
被
害
を
与
え
た
、い
わ
ゆ
る「
ニ

セ
共
済
」へ
の
規
制
で
し
た
。し
か
し
、
新
保
険
業
法

の
下
で
は
、
自
主
的
に
共
済
を
運
営
す
る
団
体
が
、

保
険
会
社
も
し
く
は
少
額
短
期
保
険
業
者
の
い
ず

れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
金
融

庁
の
定
め
た
少
額
短
期
保
険
業
者
の
基
準
を
満
た

す
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
団
体
が
共
済
制
度
を
廃

止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
招
い
て
い
ま
す
。
加
入

者
の
生
活
と
健
康
、
い
の
ち
を
守
っ
て
き
た
自
主
共

済
を
保
険
会
社
な
ど
と
同
列
に
規
制
し
、
自
主
共
済

の
運
営
の
継
続
を
断
っ
て
い
る
現
状
は
、加
入
者（
消

費
者
）に
被
害
を
も
た
ら
し
、
法
改
定
の
趣
旨
や
目

的
に
も
反
す
る
も
の
で
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
事
項
を
速
や
か
に
見
直

し
、改
善
さ
れ
る
よ
う
求
め
ま
す
。

①
団
体
が
構
成
員
の
た
め
に
、
自
主
的
か
つ
健
全
に

運
営
し
て
い
る
共
済
制
度
は
、
直
ち
に
保
険
業
法

の
適
用
か
ら
除
外
す
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
20
年
12
月
19
日　

滝
沢
村
議
会

■
提
出
先

　

内
閣
総
理
大
臣　

財
務
大
臣

　

介
護
・
福
祉
の
充
実
は
、「
安
心
し
た
老
後
を
送

り
た
い
」と
い
う
す
べ
て
の
国
民
の
願
い
で
あ
る
。し

か
し
、
い
ま
、
地
域
の
介
護
は
崩
壊
の
危
機
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。
重
い
費
用
負
担
、
不
透
明
な
認
定
制

度
、さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
制
限
に
よ
る「
介

護
の
取
り
上
げ
」
が
利
用
者
に
も
生
活
困
難
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
続
し
た
介
護
報
酬
の
引
き

下
げ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
経
営
難
、
厳
し
さ
を
増
す

現
場
の
介
護
労
働
と
深
刻
な
人
手
不
足
は
、
住
宅
・

施
設
な
ど
地
域
の
福
祉
・
介
護
の
基
盤
を
根
底
か
ら

揺
る
が
し
て
い
る
。

　

誰
も
が
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る

「
介
護
の
社
会
化
」の
実
現
と
、
そ
れ
を
支
え
る
介
護

職
員
が
、
専
門
性
を
高
め
い
き
い
き
と
働
き
続
け
ら

れ
る
環
境
整
備
が
急
務
で
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
制
度
改
善
の

た
め
、
下
記
の
事
項
に
つ
い
て
改
善
す
る
よ
う
求
め

る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。

記

①
介
護
報
酬
を
引
き
上
げ
、
人
員
配
置
基
準
の
見
直

し
を
行
い
、
職
員
の
給
与
・
労
働
条
件
の
改
善
を

図
る
こ
と
。

②
数
字
利
用
料
・
保
険
料
、
居
住
費
・
食
費
負
担
を

軽
減
す
る
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
制
限
を

な
く
し
、
必
要
な
介
護
が
適
切
に
保
障
さ
れ
る
制

度
に
改
善
す
る
こ
と
。

③
以
上
を
実
現
す
る
た
め
に
、
保
険
料
や
利
用
料
の

引
き
上
げ
で
は
な
く
、
介
護
保
険
に
対
す
る
国
の

負
担
を
大
幅
に
増
や
す
こ
と
。

　

         

　
　

平
成
20
年
12
月
19
日　

滝
沢
村
議
会

■
提
出
先

　

内
閣
総
理
大
臣　

総
務
大
臣　

厚
生
労
働
大
臣

介
護
保
険
制
度
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

所
得
税
法
第
56
条
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
書

　

中
小
業
者
は
、
地
域
経
済
の
担
い
手
と
し
て
、
日

本
経
済
に
貢
献
し
て
き
た
。
そ
の
中
小
零
細
業
者
を

支
え
て
い
る
家
族
従
業
員
の「
働
き
分
」（
自
家
労
賃
）

は
、
税
法
上
、
所
得
税
法
第
56
条
「
配
偶
者
と
そ
の

家
族
が
事
業
に
従
事
し
た
と
き
、
対
価
の
支
払
い
は

必
要
経
費
に
算
入
し
な
い
」（
条
文
要
旨
）に
よ
り
、

必
要
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

事
業
主
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
働
き
分
は
、
配

偶
者
の
場
合
86
万
円
、
家
族
の
場
合
は
50
万
円
で
、

家
族
従
業
者
は
こ
の
わ
ず
か
な
控
除
が
所
得
と
み
な

さ
れ
る
た
め
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
全
く
自
立

で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
家
業
を
手
伝
い
た

く
て
も
手
伝
え
な
い
こ
と
が
、
後
継
者
不
足
に
拍
車

を
か
け
て
い
る
。

　

税
法
上
で
は
青
色
申
告
す
れ
ば
、
給
料
を
経
費
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
じ
労
働
者
に
対
し
て
、

青
色
と
白
色
で
差
を
つ
け
る
制
度
自
体
が
矛
盾
し
て

い
る
。

　

ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
、ア
メ
リ
カ
な
ど
、
世
界
の
主

要
国
で
は「
自
家
労
賃
を
必
要
経
費
」
と
し
て
い
る

中
、
大
き
な
見
直
し
を
求
め
る
声
も
出
て
い
る
。
税

法
上
も
、
民
法
、
労
働
法
や
社
会
保
障
上
で
も
家
族

従
業
員
の
人
権
保
障
の
基
礎
を
つ
く
る
た
め
に
も
、

所
得
税
法
第
５
６
条
を
廃
止
す
る
こ
と
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
20
年
12
月
19
日　

滝
沢
村
議
会

■
提
出
先

　

内
閣
総
理
大
臣　

法
務
大
臣　

財
務
大
臣

12月定例会で議員発議案として提出、可決された意見書5件を国に提出しました。

意見書を国に提出意見書を国に提出


